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第
一
章
第
二
節
の
節
名
中
「
幼
児
、
児
童
、
生
徒
及
び
学
生
」
を
「
児
童
生
徒
等
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
学
校
保
健
法
施
行
令
」
を
「
学
校
保
健
安
全
法
施
行
令
」
に
改
め
、
第
一
章
第
一
節
中
同
条
を
第
四

条
と
す
る
。

第
一
条
中
「
学
校
保
健
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
四
条
」
を
「
法
第
十

一
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
一
章
を
第
二
章
と
し
、
同
章
の
前
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
一
章

環
境
衛
生
検
査
等

（
環
境
衛
生
検
査
）

第
一
条

学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
五
条
の
環
境
衛
生
検

査
は
、
他
の
法
令
に
基
づ
く
も
の
の
ほ
か
、
毎
学
年
定
期
に
、
法
第
六
条
に
規
定
す
る
学
校
環
境
衛
生
基
準
に
基

づ
き
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

学
校
に
お
い
て
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
に
、
環
境
衛
生
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
日
常
に
お
け
る
環
境
衛
生
）

第
二
条

学
校
に
お
い
て
は
、
前
条
の
環
境
衛
生
検
査
の
ほ
か
、
日
常
的
な
点
検
を
行
い
、
環
境
衛
生
の
維
持
又
は

改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
の
見
出
し
中
「
伝
染
病
」
を
「
感
染
症
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
伝
染
病
の
」
を
「
感
染
症
の
」

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
中
「
麻
疹し
ん

」
を
「
麻
し
ん
」
に
、「
風
疹し
ん

」
を
「
風
し
ん
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
同
条
第
二
項
中
「
伝
染

病
」
を
「
感
染
症
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
二
十
条
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
六
条
第
二
項
」
に
、「
前
条
の
伝
染
病
」
を
「
前
条
の
感
染
症
」に
改
め
、

同
条
第
一
号
中
「
伝
染
病
」
を
「
感
染
症
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
伝
染
病
」
を
「
感
染
症
」
に
、「
伝
染
の
」

を
「
感
染
の
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
麻
疹し

ん

」
を
「
麻
し
ん
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
風
疹し
ん

」
を「
風
し
ん
」に
、「
発

疹し
ん

」
を
「
発
し
ん
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
発
疹し
ん

」
を
「
発
し
ん
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
伝
染
病
」
を
「
感

染
症
」
に
、「
伝
染
の
」
を
「
感
染
の
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
伝
染
病
」
を
「
感
染
症
」
に
、「
か
か
つ
て
お
る

疑
」
を
「
か
か
つ
て
い
る
疑
い
」
に
、「
伝
染
の
」
を
「
感
染
の
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
及
び
第
六
号
中「
伝
染
病
」

を
「
感
染
症
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
中
「
第
六
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
幼
児
、
児
童
、
生
徒
又
は
学
生
」を「
児

童
生
徒
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
見
出
し
中
「
伝
染
病
」
を
「
感
染
症
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
伝
染
病
」
を
「
感
染
症
」に
、

「
か
か
つ
て
お
る
疑
」
を
「
か
か
つ
て
い
る
疑
い
」
に
、「
幼
児
、
児
童
、
生
徒
又
は
学
生
」
を
「
児
童
生
徒
等
」に
、

「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
伝
染
病
」
を
「
感
染
症
」
に
、「
疑
」
を
「
疑
い
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
伝
染
病
」
を
「
感
染
症
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
二
章
の
二
を
削
る
。

第
二
十
九
条
中
「
第
三
条
、
第
四
条
」
を
「
第
一
条
、
第
二
条
、
第
五
条
、
第
六
条
」
に
、「
か
ら
第
七
条
」
を

「
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
九
条
」
に
、「
同
条
第
一
項
中
」
を
「
同
条
第
一
項
に
つ
い
て
は
、」に
、「
ま
で
、第
八
条
、

第
八
条
の
二
」
を
「
、
第
十
条
、
第
十
一
条
」
に
、「
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
七
ま

で
」
を
「
、
第
十
二
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十
八
条
及
び
前
条
」
に
、「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第

一
項
」
に
、「
第
五
条
第
九
項
」
を
「
第
七
条
第
九
項
」
に
、「
第
九
条
中
「
第
三
条
」」を
「
第
九
条
第
二
項
中
「
学
校

医
そ
の
他
の
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
医
師
」
と
、
第
十
二
条
中
「
第
五
条
」」に
、「
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

第
三
条
」
を
「
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
」
に
、「
第
二
十
条
及
び
第
二
十
二
条
」
を
「
第
十
九
条
第
二

号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
学
校
医
そ
の
他
の
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
医
師
」
と
、
第
十
九
条
第
五
号
及
び
第
六

号
並
び
に
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条

を
第
三
十
条
と
す
る
。

第
五
章
を
第
七
章
と
し
、
同
章
の
前
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
六
章

安
全
点
検
等

（
安
全
点
検
）

第
二
十
八
条

法
第
二
十
七
条
の
安
全
点
検
は
、
他
の
法
令
に
基
づ
く
も
の
の
ほ
か
、
毎
学
期
一
回
以
上
、
児
童
生

徒
等
が
通
常
使
用
す
る
施
設
及
び
設
備
の
異
常
の
有
無
に
つ
い
て
系
統
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

学
校
に
お
い
て
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
に
、
安
全
点
検
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
日
常
に
お
け
る
環
境
の
安
全
）

第
二
十
九
条

学
校
に
お
い
て
は
、
前
条
の
安
全
点
検
の
ほ
か
、
設
備
等
に
つ
い
て
日
常
的
な
点
検
を
行
い
、
環
境

の
安
全
の
確
保
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
を
第
五
章
と
し
、
第
三
章
を
第
四
章
と
す
る
。

第
十
七
条
の
次
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。

第
三
章

感
染
症
の
予
防

付
録
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中「

第
２
条
関
係
」

を「
第
４
条
関
係
」

に
、

「
麻
疹 し
ん」

を「
麻
し
ん
」

に
、

「
風
疹 し
ん」

を「
風
し
ん
」

に
改
め
、
同
様
式
~
13
及
び
~
14
中「

第
５
条
」

を「
第
1
2条
」

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
学
校
保
健
安
全
計
画
」
を
「
学
校
保
健
計
画
及
び
学
校
安
全
計
画
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
学
校
環
境
衛
生
」
を
「
学
校
の
環
境
衛
生
」
に
、「
指
導
と
」
を
「
指
導
及
び
」
に
改
め
、
同
項
第

九
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中
「
第
四
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
、「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条

第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
第
三
章
」

を
「
第
二
章
第
四
節
」
に
、「
伝
染
病
」
を
「
感
染
症
」
に
、「
指
導
と
」
を
「
指
導
及
び
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
、「
従
事
し
、
及
び
保
健
指
導

を
行
う
こ
と
」
を
「
従
事
す
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
第
六
条
」
を
「
第

十
三
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

法
第
八
条
の
健
康
相
談
に
従
事
す
る
こ
と
。

四

法
第
九
条
の
保
健
指
導
に
従
事
す
る
こ
と
。

第
三
章
中
第
二
十
三
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
学
校
保
健
安
全
計
画
」
を
「
学
校
保
健
計
画
及
び
学
校
安
全
計
画
」
に
改
め
、

同
項
第
六
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
第
四
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号

と
し
、
同
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
、「
従
事
し
、
及
び
保
健
指
導
を
行

う
こ
と
」
を
「
従
事
す
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
第
六
条
」
を
「
第
十
三

条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二

法
第
八
条
の
健
康
相
談
に
従
事
す
る
こ
と
。

三

法
第
九
条
の
保
健
指
導
に
従
事
す
る
こ
と
。

第
二
十
四
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
学
校
保
健
安
全
計
画
」
を
「
学
校
保
健
計
画
及
び
学
校
安
全
計
画
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
」
を
「
第
一
条
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
学
校
環
境
衛
生
」
を
「
学
校
の

環
境
衛
生
」
に
、「
指
導
と
」
を
「
指
導
及
び
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
指

導
と
」
を
「
指
導
及
び
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

法
第
八
条
の
健
康
相
談
に
従
事
す
る
こ
と
。

五

法
第
九
条
の
保
健
指
導
に
従
事
す
る
こ
と
。

第
二
十
五
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
第
六
号
様
式
」
を
「
第
三
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
様
式
」を「
第

四
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
様
式
」
を
「
第
五
号
様
式
」
に
改
め
、
第
四
章
中
同
条
を
第
二
十

五
条
と
す
る
。

第
二
十
七
条
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

第
二
十
八
条
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
、「
第
九
号
様
式
」
を
「
第
六
号
様
式
」
に
、「
第
十

号
様
式
」
を
「
第
七
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。
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